
○
総
務
省
告
示
第

号

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
用
標
準
信
書
便
約
款
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
四
百
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に

改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
配
達
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
）

（
配
達
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
）

第
二
十
二
条

当
社
は
、
受
取
人
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
受
取
人
が
信
書
便
物
の
受
取
り
を

第
二
十
二
条

当
社
は
、
受
取
人
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
受
取
人
が
信
書
便
物
の
受
取
り
を

拒
ん
だ
と
き
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
こ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
差

怠
り
、
若
し
く
は
拒
ん
だ
と
き
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
こ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

出
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
信
書
便
物
の
処
分
に
つ
き
還
付
そ
の
他
の
指
図
を
求
め
ま
す
。

は
、
遅
滞
な
く
差
出
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
信
書
便
物
の
処
分
に
つ
き
還
付
そ
の
他
の
指
図
を
求
め

ま
す
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
還
付
で
き
な
い
信
書
便
物
の
取
扱
い
）

（
還
付
で
き
な
い
信
書
便
物
の
取
扱
い
）

第
二
十
四
条

［
略
］

第
二
十
四
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

当
社
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
信
書
便
物
で
有
価
物
で
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
保
管
を
開

４

当
社
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
信
書
便
物
で
有
価
物
で
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
保
管
を
開

始
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
そ
の
交
付
の
請
求
が
な
い
と
き
は
、
当
該
信
書
便
物
に
記
さ
れ
た
内
容
を
判
読
す

始
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
そ
の
交
付
の
請
求
が
な
い
と
き
は
、
当
該
信
書
便
物
に
記
さ
れ
た
内
容
を
判
読
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
裁
断
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
こ
れ
を
棄
却
し
、
有
価
物
で
滅
失
若
し
く
は

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
裁
断
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
こ
れ
を
棄
却
し
、
有
価
物
で
滅
失
若
し
く
は

損
傷
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
又
は
そ
の
保
管
に
過
分
の
費
用
を
要
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
売
却
す
る
こ

毀
損
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
又
は
そ
の
保
管
に
過
分
の
費
用
を
要
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
売
却
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
社
は
、
売
却
費
用
を
控
除
し
た
売
却
代
金
の
残
額
を
保
管
し
ま
す

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
社
は
、
売
却
費
用
を
控
除
し
た
売
却
代
金
の
残
額
を
保
管
し
ま
す

。

。

［
５

略
］

［
５

同
上
］

（
指
図
）

（
指
図
）

第
二
十
五
条

［
略
］

第
二
十
五
条

［
同
上
］

２

前
項
の
指
図
に
係
る
差
出
人
の
権
利
は
、
受
取
人
に
信
書
便
物
を
配
達
し
た
と
き
は
、
行
使
す
る
こ
と
が
で

２

前
項
の
指
図
に
係
る
差
出
人
の
権
利
は
、
受
取
人
に
信
書
便
物
を
配
達
し
た
と
き
に
消
滅
し
ま
す
。

き
ま
せ
ん
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
事
故
の
際
の
措
置
）

（
事
故
の
際
の
措
置
）

第
二
十
七
条

［
略
］

第
二
十
七
条

［
同
上
］

２

当
社
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
差
出
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
信
書
便

２

［
同
上
］

物
の
処
分
に
つ
き
指
図
を
求
め
ま
す
。

一

信
書
便
物
に
著
し
い
損
傷
を
発
見
し
た
と
き
。

一

信
書
便
物
に
著
し
い
毀
損
を
発
見
し
た
と
き
。

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
３
～
６

略
］

［
３
～
６

同
上
］

７

第
二
項
に
規
定
す
る
指
図
の
請
求
及
び
指
図
に
従
っ
て
行
っ
た
処
分
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
要

７

第
二
項
に
規
定
す
る
指
図
の
請
求
及
び
指
図
に
従
っ
て
行
っ
た
処
分
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
要

し
た
費
用
は
、
信
書
便
物
の
損
傷
又
は
遅
延
が
差
出
人
の
責
任
に
よ
る
事
由
又
は
信
書
便
物
の
性
質
若
し
く
は

し
た
費
用
は
、
信
書
便
物
の
毀
損
又
は
遅
延
が
差
出
人
の
責
任
に
よ
る
事
由
又
は
信
書
便
物
の
性
質
若
し
く
は



欠
陥
に
よ
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
差
出
人
の
負
担
と
し
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
当
社
の
負
担
と
し
ま
す
。

欠
陥
に
よ
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
差
出
人
の
負
担
と
し
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
当
社
の
負
担
と
し
ま
す
。

（
事
故
証
明
書
の
発
行
）

（
事
故
証
明
書
の
発
行
）

第
二
十
九
条

［
略
］

第
二
十
九
条

［
同
上
］

２

当
社
は
、
信
書
便
物
の
損
傷
又
は
遅
延
に
関
し
証
明
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
信
書
便
物
を
配
達
し
た
日

２

当
社
は
、
信
書
便
物
の
毀
損
又
は
遅
延
に
関
し
証
明
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
信
書
便
物
を
配
達
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
限
り
、
事
故
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
限
り
、
事
故
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

（
責
任
の
始
期
）

（
責
任
の
始
期
）

第
三
十
条

信
書
便
物
の
滅
失
又
は
損
傷
に
つ
い
て
の
当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
を
差
出
人
か
ら
引
き
受
け
た

第
三
十
条

信
書
便
物
の
滅
失
又
は
毀
損
に
つ
い
て
の
当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
を
差
出
人
か
ら
引
き
受
け
た

時
に
始
ま
り
ま
す
。

時
に
始
ま
り
ま
す
。

（
責
任
と
挙
証
）

（
責
任
と
挙
証
）

第
三
十
一
条

当
社
は
、
信
書
便
物
の
引
受
け
か
ら
配
達
ま
で
の
間
に
そ
の
信
書
便
物
が
滅
失
し
若
し
く
は
損
傷

第
三
十
一
条

当
社
は
、
自
己
又
は
使
用
人
そ
の
他
送
達
の
た
め
に
使
用
し
た
者
が
、
信
書
便
物
の
引
受
け
、
配

し
、
若
し
く
は
そ
の
滅
失
若
し
く
は
損
傷
の
原
因
が
生
じ
、
又
は
信
書
便
物
が
遅
延
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ

達
、
保
管
及
び
送
達
に
関
し
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
信
書
便
物
の
滅
失
、
毀
損
又

っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
い
ま
す
。
た
だ
し
、
当
社
が
、
自
己
又
は
使
用
人
そ
の
他
送
達
の
た

は
遅
延
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
す
。

め
に
使
用
し
た
者
が
そ
の
信
書
便
物
の
引
受
け
、
運
送
、
保
管
及
び
配
達
に
つ
い
て
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ

と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
免
責
）

（
免
責
）

第
三
十
二
条

当
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
信
書
便
物
の
滅
失
、
損
傷
又
は
遅
延
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て

第
三
十
二
条

当
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
信
書
便
物
の
滅
失
、
毀
損
又
は
遅
延
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て

は
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

は
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

（
引
受
制
限
信
書
便
物
等
に
関
す
る
特
則
）

（
引
受
制
限
信
書
便
物
等
に
関
す
る
特
則
）

第
三
十
三
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
信
書
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
第
十
一
条
第
五

第
三
十
三
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
信
書
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
第
十
一
条
第
五

号
に
該
当
す
る
信
書
便
物
に
つ
い
て
は
、
当
社
は
、
そ
の
滅
失
、
損
傷
又
は
遅
延
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責

号
に
該
当
す
る
信
書
便
物
に
つ
い
て
は
、
当
社
は
、
そ
の
滅
失
、
毀
損
又
は
遅
延
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責

任
を
負
い
ま
せ
ん
。

任
を
負
い
ま
せ
ん
。

２

第
十
一
条
第
六
号
に
該
当
す
る
信
書
便
物
に
つ
い
て
は
、
当
社
が
そ
の
旨
を
知
ら
ず
に
送
達
を
引
き
受
け
た

２

第
十
一
条
第
六
号
に
該
当
す
る
信
書
便
物
に
つ
い
て
は
、
当
社
が
そ
の
旨
を
知
ら
ず
に
送
達
を
引
き
受
け
た

場
合
は
、
当
社
は
、
信
書
便
物
の
滅
失
、
損
傷
又
は
遅
延
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

場
合
は
、
当
社
は
、
信
書
便
物
の
滅
失
、
毀
損
又
は
遅
延
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

３

壊
れ
や
す
い
も
の
、
変
質
又
は
腐
敗
し
や
す
い
も
の
等
送
達
上
の
特
段
の
注
意
を
要
す
る
信
書
便
物
に
つ
い

３

壊
れ
や
す
い
も
の
、
変
質
又
は
腐
敗
し
や
す
い
も
の
等
送
達
上
の
特
段
の
注
意
を
要
す
る
信
書
便
物
に
つ
い

て
は
、
差
出
人
が
そ
の
旨
を
送
り
状
に
記
載
せ
ず
、
か
つ
、
当
社
が
そ
の
旨
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
当
社

て
は
、
差
出
人
が
そ
の
旨
を
送
り
状
に
記
載
せ
ず
、
か
つ
、
当
社
が
そ
の
旨
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
当
社

は
、
送
達
上
の
特
段
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
信
書
便
物
の
滅
失
又
は
損
傷
に
つ
い
て
、

は
、
送
達
上
の
特
段
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
信
書
便
物
の
滅
失
又
は
毀
損
に
つ
い
て
、

損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

（
責
任
の
特
別
消
滅
事
由
）

（
責
任
の
特
別
消
滅
事
由
）

第
三
十
四
条

信
書
便
物
の
損
傷
に
つ
い
て
の
当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
を
配
達
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四

第
三
十
四
条

信
書
便
物
の
毀
損
に
つ
い
て
の
当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
を
配
達
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四

日
以
内
に
通
知
を
発
し
な
い
限
り
消
滅
し
ま
す
。

日
以
内
に
通
知
を
発
し
な
い
限
り
消
滅
し
ま
す
。

２

前
項
の
規
定
は
、
当
社
が
そ
の
損
傷
に
よ
る
損
害
を
知
っ
て
信
書
便
物
を
配
達
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
ま

２

前
項
の
規
定
は
、
当
社
が
そ
の
毀
損
に
よ
る
損
害
を
知
っ
て
信
書
便
物
を
配
達
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
ま



せ
ん
。

せ
ん
。

（
損
害
賠
償
の
額
）

（
損
害
賠
償
の
額
）

第
三
十
五
条

［
略
］

第
三
十
五
条

［
同
上
］

２

当
社
は
、
信
書
便
物
の
損
傷
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
信
書
便
物
の
価
格
を
基
準
と
し
て
損
傷
の
程
度
に

２

当
社
は
、
信
書
便
物
の
毀
損
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
信
書
便
物
の
価
格
を
基
準
と
し
て
毀
損
の
程
度
に

応
じ
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

応
じ
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

５

信
書
便
物
の
滅
失
又
は
損
傷
に
よ
る
損
害
及
び
遅
延
に
よ
る
損
害
が
同
時
に
生
じ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
前

５

信
書
便
物
の
滅
失
又
は
毀
損
に
よ
る
損
害
及
び
遅
延
に
よ
る
損
害
が
同
時
に
生
じ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
前

各
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
合
計
額
を
、
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

各
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
合
計
額
を
、
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

６

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
社
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
信
書
便
物
の
滅
失
、
損
傷
又
は

６

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
社
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
信
書
便
物
の
滅
失
、
毀
損
又
は

遅
延
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

遅
延
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

（
料
金
の
払
戻
し
等
）

（
料
金
の
払
戻
し
等
）

第
三
十
六
条

当
社
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
又
は
当
社
の
責
任
に
よ
る
事
由
に
よ
っ
て
、
信
書
便

第
三
十
六
条

当
社
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
又
は
当
社
の
責
任
に
よ
る
事
由
に
よ
っ
て
、
信
書
便

物
に
滅
失
、
著
し
い
損
傷
又
は
遅
延
（
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
場
合
に
限
り
ま
す
。
）
が
生
じ
た
と

物
に
滅
失
、
著
し
い
毀
損
又
は
遅
延
（
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
場
合
に
限
り
ま
す
。
）
が
生
じ
た
と

き
は
、
差
出
人
に
持
参
し
て
支
払
う
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
料
金
を
払
い
戻
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
社
が

き
は
、
差
出
人
に
持
参
し
て
支
払
う
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
料
金
を
払
い
戻
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
社
が

料
金
を
収
受
し
て
い
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
請
求
し
ま
せ
ん
。

料
金
を
収
受
し
て
い
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
請
求
し
ま
せ
ん
。

（
除
斥
期
間
）

（
時
効
）

第
三
十
七
条

当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
の
配
達
が
さ
れ
た
日
（
信
書
便
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
配
達
予

第
三
十
七
条

当
社
の
責
任
は
、
受
取
人
が
信
書
便
物
を
受
け
取
っ
た
日
（
信
書
便
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、

定
日
又
は
配
達
予
定
日
時
の
属
す
る
日
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
裁
判
上
の
請
求
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、

配
達
予
定
日
又
は
配
達
予
定
日
時
の
属
す
る
日
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て

消
滅
し
ま
す
。

消
滅
し
ま
す
。

２

前
項
の
期
間
は
、
信
書
便
物
の
滅
失
等
に
よ
る
損
害
が
発
生
し
た
後
に
限
り
、
合
意
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と

２

前
項
の
規
定
は
、
当
社
が
そ
の
損
害
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
適
用
し
ま
せ
ん
。

が
で
き
ま
す
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
締
結
さ
れ
た
運
送
契
約
に
係
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
用
標
準
信
書
便
約
款

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



○
総
務
省
告
示
第

号

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
用
標
準
信
書
便
約
款
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
告
示
第
二
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に

改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
配
達
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
）

（
配
達
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
）

第
二
十
二
条

当
社
は
、
受
取
人
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
受
取
人
が
信
書
便
物
の
受
取
り
を

第
二
十
二
条

当
社
は
、
受
取
人
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
受
取
人
が
信
書
便
物
の
受
取
り
を

拒
ん
だ
と
き
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
こ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
差

怠
り
、
若
し
く
は
拒
ん
だ
と
き
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
こ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

出
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
信
書
便
物
の
処
分
に
つ
き
還
付
そ
の
他
の
指
図
を
求
め
ま
す
。

は
、
遅
滞
な
く
差
出
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
信
書
便
物
の
処
分
に
つ
き
還
付
そ
の
他
の
指
図
を
求
め

ま
す
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
還
付
で
き
な
い
信
書
便
物
の
取
扱
い
）

（
還
付
で
き
な
い
信
書
便
物
の
取
扱
い
）

第
二
十
四
条

［
略
］

第
二
十
四
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

当
社
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
信
書
便
物
で
有
価
物
で
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
保
管
を
開

４

当
社
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
信
書
便
物
で
有
価
物
で
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
保
管
を
開

始
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
そ
の
交
付
の
請
求
が
な
い
と
き
は
、
当
該
信
書
便
物
に
記
さ
れ
た
内
容
を
判
読
す

始
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
そ
の
交
付
の
請
求
が
な
い
と
き
は
、
当
該
信
書
便
物
に
記
さ
れ
た
内
容
を
判
読
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
裁
断
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
こ
れ
を
棄
却
し
、
有
価
物
で
滅
失
若
し
く
は

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
裁
断
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
こ
れ
を
棄
却
し
、
有
価
物
で
滅
失
若
し
く
は

損
傷
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
又
は
そ
の
保
管
に
過
分
の
費
用
を
要
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
売
却
す
る
こ

毀
損
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
又
は
そ
の
保
管
に
過
分
の
費
用
を
要
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
売
却
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
社
は
、
売
却
費
用
を
控
除
し
た
売
却
代
金
の
残
額
を
保
管
し
ま
す

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
社
は
、
売
却
費
用
を
控
除
し
た
売
却
代
金
の
残
額
を
保
管
し
ま
す

。

。

［
５

略
］

［
５

同
上
］

（
指
図
）

（
指
図
）

第
二
十
五
条

［
略
］

第
二
十
五
条

［
同
上
］

２

前
項
の
指
図
に
係
る
差
出
人
の
権
利
は
、
受
取
人
に
信
書
便
物
を
配
達
し
た
と
き
は
、
行
使
す
る
こ
と
が
で

２

前
項
の
指
図
に
係
る
差
出
人
の
権
利
は
、
受
取
人
に
信
書
便
物
を
配
達
し
た
と
き
に
消
滅
し
ま
す
。

き
ま
せ
ん
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
事
故
の
際
の
措
置
）

（
事
故
の
際
の
措
置
）

第
二
十
七
条

［
略
］

第
二
十
七
条

［
同
上
］

２

当
社
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
差
出
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
信
書
便

２

［
同
上
］

物
の
処
分
に
つ
き
指
図
を
求
め
ま
す
。

一

信
書
便
物
に
著
し
い
損
傷
を
発
見
し
た
と
き
。

一

信
書
便
物
に
著
し
い
毀
損
を
発
見
し
た
と
き
。

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
３
～
６

略
］

［
３
～
６

同
上
］

７

第
二
項
に
規
定
す
る
指
図
の
請
求
及
び
指
図
に
従
っ
て
行
っ
た
処
分
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
要

７

第
二
項
に
規
定
す
る
指
図
の
請
求
及
び
指
図
に
従
っ
て
行
っ
た
処
分
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
要

し
た
費
用
は
、
信
書
便
物
の
損
傷
又
は
遅
延
が
差
出
人
の
責
任
に
よ
る
事
由
又
は
信
書
便
物
の
性
質
若
し
く
は

し
た
費
用
は
、
信
書
便
物
の
毀
損
又
は
遅
延
が
差
出
人
の
責
任
に
よ
る
事
由
又
は
信
書
便
物
の
性
質
若
し
く
は



欠
陥
に
よ
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
差
出
人
の
負
担
と
し
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
当
社
の
負
担
と
し
ま
す
。

欠
陥
に
よ
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
差
出
人
の
負
担
と
し
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
当
社
の
負
担
と
し
ま
す
。

（
事
故
証
明
書
の
発
行
）

（
事
故
証
明
書
の
発
行
）

第
二
十
九
条

［
略
］

第
二
十
九
条

［
同
上
］

２

当
社
は
、
信
書
便
物
の
損
傷
又
は
遅
延
に
関
し
証
明
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
信
書
便
物
を
配
達
し
た
日

２

当
社
は
、
信
書
便
物
の
毀
損
又
は
遅
延
に
関
し
証
明
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
信
書
便
物
を
配
達
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
限
り
、
事
故
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
限
り
、
事
故
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

（
責
任
の
始
期
）

（
責
任
の
始
期
）

第
三
十
条

信
書
便
物
の
滅
失
又
は
損
傷
に
つ
い
て
の
当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
を
差
出
人
か
ら
引
き
受
け
た

第
三
十
条

信
書
便
物
の
滅
失
又
は
毀
損
に
つ
い
て
の
当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
を
差
出
人
か
ら
引
き
受
け
た

時
に
始
ま
り
ま
す
。

時
に
始
ま
り
ま
す
。

（
責
任
と
挙
証
）

（
責
任
と
挙
証
）

第
三
十
一
条

当
社
は
、
信
書
便
物
の
引
受
け
か
ら
配
達
ま
で
の
間
に
そ
の
信
書
便
物
が
滅
失
し
若
し
く
は
損
傷

第
三
十
一
条

当
社
は
、
自
己
又
は
使
用
人
そ
の
他
送
達
の
た
め
に
使
用
し
た
者
が
、
信
書
便
物
の
引
受
け
、
配

し
、
若
し
く
は
そ
の
滅
失
若
し
く
は
損
傷
の
原
因
が
生
じ
、
又
は
信
書
便
物
が
遅
延
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ

達
、
保
管
及
び
送
達
に
関
し
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
信
書
便
物
の
滅
失
、
毀
損
又

っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
い
ま
す
。
た
だ
し
、
当
社
が
、
自
己
又
は
使
用
人
そ
の
他
送
達
の
た

は
遅
延
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
す
。

め
に
使
用
し
た
者
が
そ
の
信
書
便
物
の
引
受
け
、
運
送
、
保
管
及
び
配
達
に
つ
い
て
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ

と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
免
責
）

（
免
責
）

第
三
十
二
条

当
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
信
書
便
物
の
滅
失
、
損
傷
又
は
遅
延
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て

第
三
十
二
条

当
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
信
書
便
物
の
滅
失
、
毀
損
又
は
遅
延
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て

は
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

は
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

（
引
受
制
限
信
書
便
物
等
に
関
す
る
特
則
）

（
引
受
制
限
信
書
便
物
等
に
関
す
る
特
則
）

第
三
十
三
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
信
書
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
第
十
一
条
第
五

第
三
十
三
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
信
書
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
第
十
一
条
第
五

号
に
該
当
す
る
信
書
便
物
に
つ
い
て
は
、
当
社
は
、
そ
の
滅
失
、
損
傷
又
は
遅
延
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責

号
に
該
当
す
る
信
書
便
物
に
つ
い
て
は
、
当
社
は
、
そ
の
滅
失
、
毀
損
又
は
遅
延
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責

任
を
負
い
ま
せ
ん
。

任
を
負
い
ま
せ
ん
。

２

第
十
一
条
第
六
号
に
該
当
す
る
信
書
便
物
に
つ
い
て
は
、
当
社
が
そ
の
旨
を
知
ら
ず
に
送
達
を
引
き
受
け
た

２

第
十
一
条
第
六
号
に
該
当
す
る
信
書
便
物
に
つ
い
て
は
、
当
社
が
そ
の
旨
を
知
ら
ず
に
送
達
を
引
き
受
け
た

場
合
は
、
当
社
は
、
信
書
便
物
の
滅
失
、
損
傷
又
は
遅
延
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

場
合
は
、
当
社
は
、
信
書
便
物
の
滅
失
、
毀
損
又
は
遅
延
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

３

壊
れ
や
す
い
も
の
、
変
質
又
は
腐
敗
し
や
す
い
も
の
等
送
達
上
の
特
段
の
注
意
を
要
す
る
信
書
便
物
に
つ
い

３

壊
れ
や
す
い
も
の
、
変
質
又
は
腐
敗
し
や
す
い
も
の
等
送
達
上
の
特
段
の
注
意
を
要
す
る
信
書
便
物
に
つ
い

て
は
、
差
出
人
が
そ
の
旨
を
送
り
状
に
記
載
せ
ず
、
か
つ
、
当
社
が
そ
の
旨
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
当
社

て
は
、
差
出
人
が
そ
の
旨
を
送
り
状
に
記
載
せ
ず
、
か
つ
、
当
社
が
そ
の
旨
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
当
社

は
、
送
達
上
の
特
段
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
信
書
便
物
の
滅
失
又
は
損
傷
に
つ
い
て
、

は
、
送
達
上
の
特
段
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
信
書
便
物
の
滅
失
又
は
毀
損
に
つ
い
て
、

損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

（
責
任
の
特
別
消
滅
事
由
）

（
責
任
の
特
別
消
滅
事
由
）

第
三
十
四
条

信
書
便
物
の
損
傷
に
つ
い
て
の
当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
を
配
達
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四

第
三
十
四
条

信
書
便
物
の
毀
損
に
つ
い
て
の
当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
を
配
達
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四

日
以
内
に
通
知
を
発
し
な
い
限
り
消
滅
し
ま
す
。

日
以
内
に
通
知
を
発
し
な
い
限
り
消
滅
し
ま
す
。

２

前
項
の
規
定
は
、
当
社
が
そ
の
損
傷
に
よ
る
損
害
を
知
っ
て
信
書
便
物
を
配
達
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
ま

２

前
項
の
規
定
は
、
当
社
が
そ
の
毀
損
に
よ
る
損
害
を
知
っ
て
信
書
便
物
を
配
達
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
ま



せ
ん
。

せ
ん
。

（
損
害
賠
償
の
額
）

（
損
害
賠
償
の
額
）

第
三
十
五
条

［
略
］

第
三
十
五
条

［
同
上
］

２

当
社
は
、
信
書
便
物
の
損
傷
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
信
書
便
物
の
価
格
を
基
準
と
し
て
損
傷
の
程
度
に

２

当
社
は
、
信
書
便
物
の
毀
損
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
信
書
便
物
の
価
格
を
基
準
と
し
て
毀
損
の
程
度
に

応
じ
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

応
じ
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

５

信
書
便
物
の
滅
失
又
は
損
傷
に
よ
る
損
害
及
び
遅
延
に
よ
る
損
害
が
同
時
に
生
じ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
前

５

信
書
便
物
の
滅
失
又
は
毀
損
に
よ
る
損
害
及
び
遅
延
に
よ
る
損
害
が
同
時
に
生
じ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
前

各
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
合
計
額
を
、
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

各
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
合
計
額
を
、
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

６

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
社
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
信
書
便
物
の
滅
失
、
損
傷
又
は

６

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
社
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
信
書
便
物
の
滅
失
、
毀
損
又
は

遅
延
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

遅
延
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

（
料
金
の
払
戻
し
等
）

（
料
金
の
払
戻
し
等
）

第
三
十
六
条

当
社
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
又
は
当
社
の
責
任
に
よ
る
事
由
に
よ
っ
て
、
信
書
便

第
三
十
六
条

当
社
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
又
は
当
社
の
責
任
に
よ
る
事
由
に
よ
っ
て
、
信
書
便

物
に
滅
失
、
著
し
い
損
傷
又
は
遅
延
（
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
場
合
に
限
り
ま
す
。
）
が
生
じ
た
と

物
に
滅
失
、
著
し
い
毀
損
又
は
遅
延
（
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
場
合
に
限
り
ま
す
。
）
が
生
じ
た
と

き
は
、
差
出
人
に
持
参
し
て
支
払
う
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
料
金
を
払
い
戻
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
社
が

き
は
、
差
出
人
に
持
参
し
て
支
払
う
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
料
金
を
払
い
戻
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
社
が

料
金
を
収
受
し
て
い
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
請
求
し
ま
せ
ん
。

料
金
を
収
受
し
て
い
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
請
求
し
ま
せ
ん
。

（
除
斥
期
間
）

（
時
効
）

第
三
十
七
条

当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
の
配
達
が
さ
れ
た
日
（
信
書
便
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
配
達
予

第
三
十
七
条

当
社
の
責
任
は
、
受
取
人
が
信
書
便
物
を
受
け
取
っ
た
日
（
信
書
便
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、

定
日
又
は
配
達
予
定
日
時
の
属
す
る
日
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
裁
判
上
の
請
求
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、

配
達
予
定
日
又
は
配
達
予
定
日
時
の
属
す
る
日
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て

消
滅
し
ま
す
。

消
滅
し
ま
す
。

２

前
項
の
期
間
は
、
信
書
便
物
の
滅
失
等
に
よ
る
損
害
が
発
生
し
た
後
に
限
り
、
合
意
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と

２

前
項
の
規
定
は
、
当
社
が
そ
の
損
害
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
適
用
し
ま
せ
ん
。

が
で
き
ま
す
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
締
結
さ
れ
た
運
送
契
約
に
係
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
用
標
準
信
書
便
約
款
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


